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 こどもたちの良きお兄さん・お姉さんとして地域の体験活動

を支える青少年相談員の委嘱式・全体研修会を開催 
                       

 県では、18 歳から 39 歳までのボランティア精神あふれる若者を、こどもの健全育

成ボランティア「青少年相談員」として委嘱しています。 

 このたび、以下のとおり第31期青少年相談員委嘱式及び全体研修会を開催します。 

 式では若者たちが集い、副知事から委嘱状の交付を受けた後、代表者が誓いの言葉

を述べるなど、結束を固めます。 

 委嘱を受けた青少年相談員は、今後、各地域で野外活動やものづくり体験などを企

画・運営しながら、こどもたちの良きお兄さん・お姉さんとして活動していきます。 

 

※ 第 31 期＝任期２年間（令和８年４月１日 ～ 令和 10 年３月 31 日、随時募集中） 

 

● 委嘱式及び全体研修会の概要 

１ 日時 

   令和８年４月 19 日（日）午後１時 ～ 午後３時 50 分 

２ 会場 

  さいたま市文化センター４階多目的ホール（さいたま市南区） 

３ 主な参加者 

  青少年相談員約 30 名、埼玉県副知事 

４ 当日のスケジュール 

 (1) 委嘱式（午後１時 ～午後１時 30 分） 

   委嘱状交付、感謝状贈呈、副知事挨拶、代表者の誓いの言葉 

 (2) 全体研修会（午後１時 30 分～午後３時 50 分） 

   講師：公益財団法人 よこはまユース 大槻 繁美 氏 ほか１名 

   テーマ：ユースワークの実践から考える「子どもの主体性を引き出すポイ 

ント」 

   令和８年４月 17日 
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